
※都市計画法第77条の2

部会

※都市計画法第18条の2第3項 ※都市計画審議会条例

　第７条

市民参加 庁内組織体制

・アンケート調査

・ワークショップ

　・パネル展示 策定チーム 　学識経験者

　関係団体代表

・パブリックコメント 　公募市民

・現状、課題把握をとりま
とめ、チームリーダーへ報
告

意見・助言意向調査

意向把握 提案

チームリーダー

・素案の作成

・素案を策定委員会へ報告

計画担当者

・現計画の見直し

・原案を策定協議会へ報告

コンサルタント

都市計画審議会

連絡 調整

諮問

 都市計画マスタープラン
 策定協議会

・原案への意見、助言

事務局
（都市デザイン課）

政策会議

・原案の作成

策定委員会

報告

埼玉県知事
通知

三郷市都市計画マスタープラン策定体制

市長
市議会

答申

報告

報告


